
 

 

 

市街地活性化対象区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①笠間稲荷神社を含む区域 

 

②岩間駅を含む区域 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③笠間駅を含む区域 

 

④友部駅を含む区域 

 



 

 

⑤稲田駅を含む区域 

 ※県道稲田停車場線の JR稲田駅から神田橋までの沿線及び 

市道（笠）3173号線，3535号線の沿線が対象 


